
◎新聞や郵便物が数日分たまったままになっている◎新聞や郵便物が数日分たまったままになっている◎新聞や郵便物が数日分たまったままになっている◎新聞や郵便物が数日分たまったままになっている    

◎同じ洗濯物が干したままになっている◎同じ洗濯物が干したままになっている◎同じ洗濯物が干したままになっている◎同じ洗濯物が干したままになっている    

◎季節とあっていない服装をしている◎季節とあっていない服装をしている◎季節とあっていない服装をしている◎季節とあっていない服装をしている    

◎日頃、夜になったらつくはずの電灯がつかない◎日頃、夜になったらつくはずの電灯がつかない◎日頃、夜になったらつくはずの電灯がつかない◎日頃、夜になったらつくはずの電灯がつかない    

◎電灯が昼も夜もつけっぱなしになっている◎電灯が昼も夜もつけっぱなしになっている◎電灯が昼も夜もつけっぱなしになっている◎電灯が昼も夜もつけっぱなしになっている    

◎いつも来店する人が急に来なくなった◎いつも来店する人が急に来なくなった◎いつも来店する人が急に来なくなった◎いつも来店する人が急に来なくなった         など 

地域であんしん見守り愛ネット 

協力事業者を募集しています 

市では、日常業務の中で地域の高齢者の方々に関わりを持っている事業者の方に、ご協力

いただき、声かけや見守りを行う「地域であんしん見守り愛ネット事業」に取り組んでおり、

この事業にご協力いただける協力事業者を募集しています。 

●事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

●協力事業者になるには 

対象 

宇部市内に住所を置く事業所や団体で、事業の趣旨に賛同された方 

登録方法 

①登録申請書を市に提出する。 

②所定の研修を受講する。 

③市と協定を締結し、協力事業者として登録する。 

④協力事業者証の発行を受ける。 

●お問い合わせ・お申込み先    

宇部市宇部市宇部市宇部市    高齢者総合支援高齢者総合支援高齢者総合支援高齢者総合支援課課課課    

【【【【場場場場 所所所所】】】】    宇部市常盤町一丁目７番１号宇部市常盤町一丁目７番１号宇部市常盤町一丁目７番１号宇部市常盤町一丁目７番１号    

【【【【電電電電 話話話話】】】】    ３４－８３３４－８３３４－８３３４－８３９１９１９１９１【【【【Ｆ ＡＦ ＡＦ ＡＦ Ａ ＸＸＸＸ】】】】    ２２－６０２２－６０２２－６０２２－６０２６２６２６２６    

高齢者の自宅に定期的に訪問する機会のある事業者 

（新聞配達、宅配業者など）や高齢者が訪れる機会 

の多い店舗の社員（金融機関、スーパーなど）が、 

普段とは違う高齢者の異変に気付いたときに高齢者 

総合支援課に連絡をします。 

（事業者は、あらかじめ登録が必要です。） 

 

連絡を受けた高齢者総合相談センターなどの支援機関が、 

高齢者の状況を把握し、早期に適切な対応をします。 

 

こんな様子に気付いたときは、ご連絡ください 

あれ？ 

安心 


